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平成 30 年度 食品，添加物等の春期一斉監視の実施結果について 
 

 

１ 趣旨                                     

 

多くの食品が流通し，食にまつわるイベントが頻繁に催される春期において，飲食に起因する

危害の発生を未然に防ぎ食品の安全性を確保する目的で，市内の大量調理施設，食品製造・販売

施設等に対し，食品の衛生的な取扱い，添加物の適正な使用，食品及び添加物の表示等について

監視指導を強化しました。 

 

＜重点的に監視指導を行った事項＞ 

（１） 食品関係営業施設の監視 

（２） 食品表示の監視 

（３） 食品の収去検査（抜き取り検査） 

 

２ 実施期間                                 

  

  平成３０年４月１日（日）から５月６日（日）まで 

 

３ 監視結果の概要                                 

 

食品衛生監視員が市内の食品関係営業施設について，食品衛生に関する監視（延べ 4,817 施設）

及び食品表示に関する監視（延べ 3,742 施設）を実施しました。 

また，市内を流通する食品について，食品衛生法に基づく収去検査（計 250 検体（国産品 208

検体，輸入品 42 検体））及び食品表示法に基づく収去検査（計 48 検体（国産品 27 検体，輸

入品 21 検体））を実施しました。 

監視の結果，12 件の食品衛生法，食品表示法及び福岡県食品取扱条例の違反を発見し，販売の

中止，販売方法の改善，再発防止等について指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】主な違反の内容及び指導内容                     

・食品を床に直置き（管理運営基準違反） 

→ 食品の衛生的な取扱いについて指導 

 

・食品表示の一部欠落（アレルゲン等） 

 → 適切な表示にするよう指導し、表示改善まで販売中止 
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４ 監視結果の詳細                                 

 

 

（１）食品衛生法の許可を要する施設の監視結果（食品衛生に関する監視） 

業種 監視件数（延べ） 違反を発見した施設数 

 飲食店営業 607 - 

 菓子製造業 51 - 

 魚介類販売業 1,565 2 

 魚介類せり売り営業 62 - 

 魚肉ねり製品製造業 2 -   

 食品の冷凍または冷蔵業 39 -   

 喫茶店営業 56 -  
 アイスクリーム類製造業 3 -  
 乳類販売業 55 -  
 食肉処理業 39 -  
 食肉販売業 79 -  
 食用油脂製造業 4 -  
 みそ製造業 10 -  
 醤油製造業 15 -  
 ソース類製造業 5 -  
 そうざい製造業 17 -  
 添加物製造業 2 -  
 氷雪製造業 31 -  

計 2,642 2 

 

 

 

（２）食品衛生法の許可を要しない施設の監視結果（食品衛生に関する監視） 

業種 監視件数（延べ） 違反を発見した施設数 

 給食施設 26 - 

 食品製造業 37 - 

 野菜果物販売業 850 - 

 そうざい販売業 15 - 

 菓子類販売業 37 - 

 その他の食品販売業 1,189 - 

 添加物の販売業 11 - 

 器具・容器包装，おもちゃの 

 製造業又は販売業 
10 - 

計 2,175 - 
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（３）食品衛生法の許可を要する施設の監視結果（食品表示に関する監視） 

業種 監視件数（延べ） 違反を発見した施設数 

 飲食店営業 52 3 

 菓子製造業 1 - 

 魚介類販売業 1,510 - 

 魚介類せり売り営業 62 - 

 乳類販売業 16 - 

 食肉処理業 4 - 

 食肉販売業 60 - 

 食用油脂製造業 1 - 

 みそ製造業 9 - 

 醤油製造業 15 - 

 ソース類製造業 4 - 

 そうざい製造業 2 - 

計 1,736 3 

 

 

（４）食品衛生法の許可を要しない施設の監視結果（食品表示に関する監視） 

業種 監視件数（延べ） 違反を発見した施設数 

 食品製造業 14 - 

 野菜果物販売業 832 - 

 そうざい販売業 3 - 

 菓子類販売業 16 - 

 その他の食品販売業 1,137 - 

 添加物の販売業 4 - 

計 2,006 - 
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（５）食品衛生法に基づく食品の収去検査 

分類 
検体数 

（国産品） 

検体数 

（輸入品） 

違反件数 

（国産品） 

違反件数 

（輸入品） 

魚介類 21 1 - - 

魚介類加工品 14 - - - 

食肉 110 1 - - 

食肉製品及び食肉加工品 1 - - - 

卵及びその加工品 1 - - - 

穀物 4 6 - - 

菓子類 - 8 - - 

上記以外の穀類加工品 10 1 - - 

生鮮野菜及び果物 - 20 - - 

上記以外の野菜・果物の加工品 4 - - - 

そうざい及びその半製品 26 - - - 

弁当 6 - - - 

かん詰又はびん詰食品 - 5 - - 

清涼飲料水 - - - - 

調味料 6 - - - 

その他の食品 5 - - - 

計 208 42 - - 

（６）食品表示法に基づく食品の収去検査 

分類 
検体数 

（国産品） 

検体数 

（輸入品） 

違反件数 

（国産品） 

違反件数 

（輸入品） 

魚介類 3 - - - 

魚介類加工品 9 - - - 

食肉 1 1 - - 

菓子類 - 8 - - 

上記以外の穀類加工品 3 1 - - 

生鮮野菜及び果物 - 6 - - 

上記以外の野菜・果物の加工品 1 - - - 

かん詰又はびん詰食品 - 5 - - 

調味料 5 - - - 

その他の食品 5 - - - 

計 27 21 - - 

 


